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消費税率改定
　４月１日から消費税率が８パーセントに引き上げられます。また、今回の引
き上げに際し、国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁等を確保するため消費税転
嫁対策特別措置法により措置が設けられます。
　町では、今回の消費税率引き上げにより公共施設の使用料や水道料金をはじ
めとする使用料にかかる消費税額が変更となります。くらしの情報 17 ページを
ご覧ください。また、広報くらて２月号及び町ホームページなどで詳しく掲載
していますのでご覧ください。
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